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第７回 熊本県議会 文教治安常任委員会会議記録（平成24年12月17) 

 

第 ７ 回   熊本県議会  文教治安常任委員会会議記録 

 

平成24年12月17日(月曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前10時58分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成24年度熊本県一般会計補

正予算(第８号) 

議案第42号 訴えの提起について 

議案第43号 訴えの提起について 

議案第47号 指定管理者の指定について 

議案第51号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第52号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 報告第４号 専決処分の報告について 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

  ――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 溝 口 幸 治 

        副委員長 山 口 ゆたか 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 小 杉   直 

        委  員  大 西 一 史 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 橋 口 海 平 

        委  員 甲 斐 正 法 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 田 崎 龍 一 

教育理事 松 葉 成 正 

教育総務局長 松 永 正 男 

教育指導局長 瀬 口 春 一 

教育政策課長 田 中 信 行 

学校人事課長 栁 田 誠 喜 

社会教育課長 石 川 仙太郎 

文化課長 小 田 信 也 

首席審議員兼施設課長 後 藤 泰 之 

高校教育課長 上 川 幸 俊 

政策監兼         

高校整備推進室長 山 本 國 雄 

義務教育課長 緒 方 明 治 

特別支援教育課長 髙 橋 次 郎 

人権同和教育課長 池 田 一 也 

体育保健課長 城 長 眞 治 

警察本部 

本部長 西 郷 正 実 

警務部長 黑 岩   操 

生活安全部長 岡   正 憲 

刑事部長 堀 江   伸 

交通部長 浦 田   潔 

警備部長 髙 橋 功 作 

首席監察官 木 庭   強 

参事官兼警務課長 吹 原 直 也 

参事官兼会計課長 赤 星   裕 

理事官兼総務課長 甲 斐 利 美 

参事官兼         

生活安全企画課長 浦 次 省 三 

参事官兼刑事企画課長 牧 野 一 矢 

参事官兼交通企画課長 飯 田   繁 

理事官兼交通規制課長 奥 田 隆 久 

参事官兼警備第一課長 佐 藤 正 泉 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 徳 永 一 博 

     政務調査課主幹 桑 原 博 史 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○溝口幸治委員長 皆さんおはようございま
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す。ただいまから、第７回文教治安常任委員

会を開会いたします。 

 まず、さきの本会議において、新たに本委

員会の委員に選任されました甲斐委員から、

一言御挨拶をお願いいたします。 

 

○甲斐正法委員 皆さんおはようございま

す。下益城郡区の補欠選挙で当選いたしまし

て、本日、文教治安常任委員会に出席させて

いただいております甲斐正法と申します。今

後ともよろしくお願いいたします。(拍手) 

 

○溝口幸治委員長 それでは、本委員会に付

託された議案等を議題とし、これについて審

査を行います。 

 まず、教育委員会、警察本部の順に説明を

求め、質疑については、それぞれの説明の後

に受けたいと思います。 

 なお、執行部の皆さんは、説明等を行われ

る際は着席のままで行ってください。 

 それでは、田崎教育長から総括説明を行

い、続いて担当課長から順次説明をお願いい

たします。 

 

○田崎教育長 おはようございます。議案の

説明に先立ちまして、一言お礼を申し上げま

す。 

 委員の皆様には、去る11月12日に、初めて

の試みといたしまして、教育委員との意見交

換の場を設けていただきました。その際、大

変貴重な御意見をいただいたことに対しまし

て、改めて感謝を申し上げます。 

 委員の皆様には、今後とも御支援、御協力

を賜りますようお願いを申し上げます。 

 それでは、今議会に提案いたしております

教育委員会関係議案の概要につきまして御説

明申し上げます。 

 まず、第１号議案平成24年度熊本県一般会

計補正予算でございます。 

 熊本市からの埋蔵文化財発掘調査に係る受

託事業として、910万円の増額補正をお願い

いたしております。 

 次に、繰越明許費の設定でございます。 

 高等学校等の施設整備に係る経費、藤崎台

県営野球場に係る災害復旧費につきまして、

年度内に整備することが困難であるため繰り

越すものでございます。 

 次に、債務負担行為の設定でございます。 

 教育長秘書事務業務委託外３件に係る業務

委託費につきまして、債務負担行為を設定す

るものでございます。 

 次に、第42号議案及び第43号議案並びに第

51号議案及び第52号議案につきましては、熊

本県育英資金貸付金の支払い請求に係るもの

でございます。 

 次に、第47号議案につきましては、県立美

術館分館の管理運営業務に係る指定管理者の

指定に係るものでございます。 

 以上が議案等の概要でございます。 

 詳細につきましては、この後、担当課長か

ら説明をさせますので、御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 

○田中教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 まず、教育委員会所管の平成24年度12月補

正予算の総括説明を申し上げます。 

 お手元の説明資料、平成24年度12月補正予

算等教育委員会の１ページをお願いいたしま

す。補正予算の総括表をごらん願います。 

 今回補正を計上いたしましたのは、一般会

計で文化課所管の事業のみでございまして、

補正額910万円を計上しております。 

 以後は、関係課から資料に基づき御説明い

たします。 

 まず、教育政策課でございます。恐縮です

けれども、４ページをお願いいたします。 

 ４ページの上段でございます。秘書事務委

託業務に係る債務負担行為の設定でございま

す。 
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 教育長の秘書事務業務に係る委託費といた

しまして、平成25年度から27年度の1,047万

5,000円を計上しております。 

 教育政策課分は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○小田文化課長 文化課長の小田でございま

す。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 埋蔵文化財発掘調査の受託事業費として、

910万円の増額補正をお願いしております。 

 これは、北岡横穴群の発掘調査に係る整理

報告書の印刷製本費を計上させていただいて

おります。整理報告書の印刷製本の準備が整

い、速やかに印刷を行うものであります。 

 ４ページをお願いします。 

 債務負担行為の設定について説明をいたし

ます。 

 県立美術館分館について、指定管理者への

委託期間として、平成25年４月１日から平成

28年３月31日まで、３年間の債務負担行為の

設定を行うものでございます。この委託費に

は、県立美術館分館の管理運営を行う人件費

が含まれており、平成25年４月当初からの円

滑な管理運営を行う必要があるため、債務負

担行為の設定を行い、平成27年度末までの協

定締結を行う予定です。 

 10ページをお願いします。 

 先ほど説明しました県立美術館の債務負担

行為の関連でございます。 

 資料の11ページにあります議案第47号指定

管理者の指定について、指定管理候補者は株

式会社熊本県弘済会で、指定期間は平成25年

４月１日から平成28年３月31日までの３年間

です。 

 資料はございませんが、経緯について御説

明いたします。 

 県立美術館分館の指定管理者の指定につい

ては、平成24年８月から９月にかけて公募を

行い、株式会社熊本県弘済会ほか２社から応

募がございました。指定管理候補者選考委員

会を開催し、審査の結果、指定管理料が最も

安価な提案額であった点、人的配置の面で施

設の着実な維持管理が期待できる点などが評

価され、株式会社熊本県弘済会を指定管理候

補者として選定いただきました。 

 なお、本案を議決いただいた後は、同団体

との間で速やかに協定を締結し、指定の告示

等の手続を行い、４月１日から管理運営を開

始することとなります。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○後藤施設課長 施設課長の後藤でございま

す。 

 資料の３ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の設定につきまして御説明いた

します。 

 高等学校費16億2,400万円でございます

が、県立高等学校における校舎新・増改築事

業、県立高等学校施設整備事業及び耐震改修

事業につきまして、繰越明許費の設定を行う

ものでございます。 

 また、特別支援学校費１億3,200万円でご

ざいますが、県立特別支援学校における特別

支援学校施設整備事業につきまして、繰越明

許費の設定を行うものでございます。 

 なお、これらにつきましては、肉づけ予算

により６月補正予算で成立した事業が多かっ

たことに加えまして、さきの７月12日に発生

しました熊本広域大水害に係る災害復旧など

への諸対応から、年度内での執行が困難と見

込まれるものにつきまして設定をしているも

のでございます。 

 続きまして、債務負担行為の設定につきま

して御説明いたします。 

 ５ページをお願いいたします。 

 水俣工業高校特別教室棟改築事業につきま

して、平成27年からの供用開始を目指して施

行しており、設計委託につきまして契約準備
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期間が必要となることから、今回債務負担行

為の設定を行うものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします 

 

○上川高校教育課長 高校教育課の上川でご

ざいます。 

 高校教育課では、債務負担行為設定１件と

条例等議案関係で４件をお願いしておりま

す。 

 資料の５ページの下段をお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の設定について御説明をいた

します。 

 県立高等学校再編・統合施設整備事業とな

っておりますが、これは説明欄にありますよ

うに、水俣地区の水俣高校及び水俣工業高校

の再編統合により新設した水俣高校の施設整

備について、今年度中に契約を締結し平成25

年度当初から事業を開始しますために、1,50

7万6,000円の債務負担行為の設定をお願いす

るものでございます。 

 続きまして、条例等議案でございますが、

訴えの提起議案２件と専決処分の報告及び承

認の議案２件の計４件を提出いたしておりま

す。 

 資料の６ページをお願いいたします。 

 まず、第42号議案の訴えの提起につきまし

ては、訴えの理由にありますように、債務者

が、退学により受給資格を喪失した後も熊本

県育英資金の貸し付けを不当に受け、これが

返還されないため、その返還を求め、訴えを

提起するものでございます。債務者は７ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 資料の８ページをお願いいたします。 

 次に、第43号議案の訴えの提起につきまし

ては、訴えの理由にありますように、熊本県

育英資金の返還を延滞した債務者が所在不明

により、民事訴訟法に基づきます支払い督促

制度が利用できないため、その返還を求め、

当初から訴えの提起を行うものでございま

す。債務者は９ページに記載のとおりでござ

います。 

 次に、12ページをお願いいたします。 

 12ページの第51号議案及び14ページの52号

議案は、いずれも熊本県育英資金の返還金に

関する専決処分の報告及び承認を求める議案

でございます。 

 13ページに記載しております２人と15ペー

ジに記載しております３人の計５人の債務者

については、訴えの提起に係る専決処分を行

いました。これは、12ページ及び14ページに

記載の専決処分の理由にありますように、県

が行った支払い督促に対し、債務者から異議

が出され、民事訴訟法の規定により、支払い

督促の申し立て時に訴えの提起があったもの

と見なされ訴訟に移行したため、議会で御審

議いただく時間がないことから、知事の専決

処分といたしたものです。このため、これを

本議会に報告し、承認をお願いするものでご

ざいます。 

 高校教育課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○城長体育保健課長 体育保健課長の城長で

ございます。 

 繰越明許費の設定につきまして御説明申し

上げます。 

 資料は、３ページの下段でございます。 

 教育災害復旧費の5,700万円でございます

が、これは、去る７月12日の熊本広域大水害

により発生した藤崎台県営野球場駐車場入り

口付近の石垣の崩壊に伴う災害復旧等に係る

工事請負費でございまして、８月専決予算で

計上させていただいたものでございます。設

計については11月下旬で完了し、現在、工事

着工に向けて準備を進めておりますが、竣工

までの工事期間の確保が今年度内では困難で

あるため、繰越明許費の設定を行うものでご

ざいます。 
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 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 以上で説明が終わりまし

たので、質疑を受けたいと思います。質疑は

ありませんか。 

 

○大西一史委員 今御説明いただきまして、

７ページ以降――これは、熊本県育英資金に

係る不当利得の返還請求と訴えの提起につい

てに関連してのお尋ねなんですけれども、こ

れについては、もう未収金対策ということ

で、私も決算委員会のときに、数年前溝口委

員長が副委員長をされていたときですかね、

相当、当時の瀬口課長が、今局長でいらっし

ゃいますが、そのときにかなり、きちんと整

理をして、徹底して、法的措置もしながらや

るようにということで申し上げました。 

 その後、いろいろ状況を見てますと、どん

どん収入未済は減少をしていっていると、ど

んどんというか、ややですけれども。22年度

までずっと増加だったのが、23年度の決算で

は減少をしているということで、かなり努力

をしていただいた結果がやっぱり出ているだ

ろうなと思います。 

 それと、あと滞納者数も26％以上減ってい

る、あるいは収納率も82.7％まで上がってき

ているということで、結構効果が出ていると

は思うんですが、この訴えをするコストです

よね。訴訟費用に関しては、これは勝訴すれ

ば当然被告が負担をするということになって

いますが、これは大体、法的な措置をする場

合にどのくらいのコストがかかるのかという

のは、わかりますでしょうか。その辺をちょ

っと教えていただきたいのと、それと、23年

度までの決算は、ある程度決算委員会の資料

なんかでわかっていますけれども、その後

の、この１年の状況というか、今年度に入っ

てからの状況というのは、またさらに減少し

ているのかどうなのかということですね。そ

の辺をまた教えて――減少というのは、要は

収入未済が減っている、あるいは滞納者数が

減少しているというふうに見ていいのかどう

かなのか、その辺をまた教えていただければ

と思います。 

 

○上川高校教育課長 まず、コストの件でご

ざいますが、育英資金の返還請求の訴訟に係

る手数料につきましては、請求額は100万円

までは10万円ごとに1,000円でございます。

例えば、10万円の返還を求める訴訟を提起し

た場合は1,000円、100万円の場合は１万円と

いうことになります。支払い督促制度を利用

した場合は、この手数料が半額になります。 

 実際には、この手数料のほかに、例えば支

払い督促正本を債務者に送達するための費

用、これは債務者１名につき1,050円ほどか

かります。また、申立書の作成とか、提出費

用につきましては、１件につき800円ほどの

費用がかかります。ただ、訴訟や支払い申し

立てにおいては、これらの費用も含めて債務

者に返還を求めますので、請求に応じて返還

がなされる場合には、県の実質的な負担はな

いということでございます。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 今年度の状況は、今わか

りますか。わからなければ、後ほど資料の提

供をお願いしたいと思いますが。 

 

○大西一史委員 わからなければ、後でいい

です。 

 今、訴訟費用その他の手数料関係について

はお話がありまして、そんなに高額ではな

い。ある意味では、これは少額でできるわけ

ですから、そういう意味ではある程度やって

いただきたいというふうに――積極的に法的

な措置をやらないと、やっぱり悪質なという

方ですね。経済的な困窮で、もうどうしよう

もないという方は別として、悪質な方と認め
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られる方に関しては、やっぱりそれが一番私

は効果が強いと思いますので、ちょっと厳し

いようですが、そこはやっていただきたい

と。 

 ただ、コストに関して言えば、手数料だけ

ではなく、やっぱりそれ以外に、もう教育委

員会、この件に係って莫大な人的なコストは

実は別にかかっているわけですね。だから、

その点もやっぱり意識していただいて、これ

は、最初に借りるときというか、育英資金を

活用するときのやっぱり確認といいますか、

説明といいますか、ここに非常にこれから、

今後はやっぱり力点を置いていただきたいと

いうふうに思いますので、その点は強く要望

ということでお願いをしておきたいと思いま

す。 

 現在の状況については、後で委員の皆さん

も含めて情報を教えていただければというふ

うに思います。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○小杉直委員 １点だけいいですか。 

 小田文化課長にお尋ねですが、２ページの

北岡横穴群の発掘調査に関する説明がありま

したが、御承知のとおり、ＪＲ鹿児島本線の

連続立体事業が、高麗門踏切のところに文化

財が出たということで２年ぐらいおくれてお

りますけれども、これは高麗門のところの文

化財と関係があるんですか、どうですか。 

 

○小田文化課長 場所は遠くはございません

が、直接的には関係はございません。 

 

○小杉直委員 そんなら、おくれておる文化

財発掘調査の高麗門の文化財と近くだけれど

も、これはそれには関係ないということです

か。 

 

○小田文化課長 はい。 

 

○小杉直委員 はい、わかりました。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 それでは、続いて警察本部から説明をお願

いいたします。 

 

○西郷警察本部長 常任委員会の皆様方に

は、平素から警察行政の各般にわたり、深い

御理解と温かい御支援をいただいております

ことに対しまして、まずもって心からお礼を

申し上げます。 

 議案の説明に先立ちまして、県警察が重点

的に取り組んでおります「安全・安心くまも

と」実現計画２０１２の基本目標に沿って、

11月末現在における治安情勢などにつきまし

て御説明をいたします。 

 まず、犯罪の抑止につきましては、刑法犯

認知件数が１万2,224件と、前年同期比でマ

イナス837件、約6.4％減少しており、９年連

続で減少する見込みであります。 

 一方、犯罪の検挙率につきましては、現在

41.9％と、ほぼ昨年並みで推移しているもの

の、殺人、強盗などの重要犯罪の検挙率は8

3.3％と、引き続き高い水準を確保しており

ます。 

 また、交通事故に関しましては、昨日現在

で、死者数が77人、前年同期比でマイナス７

人、負傷者数が１万1,642人、前年同期比マ

イナス1,075人と、いずれも減少しており、

第９次熊本県交通安全計画に掲げられまし

た、平成27年までに交通事故死者数を56人以

下、交通事故死傷者数を１万1,000人以下と

いう目標に近づいているところでございま

す。 

 県警察では、実現計画２０１２のこれまで

の成果と課題、さらには県警察を取り巻く治

安情勢の変化などを踏まえ、総力を挙げて県

民の期待と信頼に応えるよう取り組んでまい
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りますので、委員の皆様方には、今後とも引

き続き御理解と御支援を賜りますようお願い

を申し上げます。 

 それでは、今回県警察から提案しておりま

す２件の議案についてであります。 

 第１号議案は、平成24年度熊本県一般会計

補正予算に関するものであります。 

 内容的には、国の経済対策の一環として追

加措置されました地域自主戦略交付金を活用

した交通安全施設の整備に要する経費466万

円の増額補正及び債務負担行為、繰越明許費

の設定についてお願いをするものでありま

す。 

 報告第４号は、専決をしました６件の交通

事故の和解についての報告に関するものであ

ります。 

 議案の詳細につきましては、担当課長など

から説明をさせますので、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○赤星会計課長 会計課でございます。 

 予算関係議案につきまして、お手元の警察

本部の説明資料と補足資料に基づいて御説明

いたします。 

 まず、説明資料の１ページをお願いいたし

ます。 

 第１号議案平成24年度熊本県一般会計補正

予算(第８号)の警察費についてでございま

す。 

 交通安全施設費で466万円の増額をお願い

しております。 

 これは、国の経済対策の一環として追加さ

れた地域自主戦略交付金を活用した交通安全

施設の整備に要する経費の増額をお願いして

おります。 

 大規模災害に備えた防災・減災対策に対応

するため、緊急性の高い施策に対して地域自

主戦略交付金の追加措置が閣議決定されたこ

とから、警察本部といたしましては、災害等

による停電に際し自己起動して信号機に電気

を供給する信号機電源付加装置２基を整備す

るもので、緊急事態における交通流の確保を

目指すものでございます。 

 以上のとおり、平成24年度12月補正の予算

総額は466万円となり、増額補正後の平成24

年度警察費歳出予算総額は392億6,869万3,00

0円となります。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 第１号議案第２表繰越明許費につきまして

は、過去の繰り越し状況等を勘案しまして、

警察管理費２億4,600万円、警察活動費1,100

万円の設定をお願いしております。 

 次に、第１号議案第３表債務負担行為補正

につきましては、年度当初からの契約事務を

円滑に行うため、あらかじめ後の年度の債務

を約束することを予算で定め、今年度中に事

務手続を行う必要があることから、警察関係

業務として、全15業務総額８億5,031万6,000

円の追加をお願いしております。 

 各業務につきましては、補足資料の３に記

載のとおりでございます。 

 御説明いたします。 

 この中で、１番から11番の業務は、交通関

係の既存業務でございます。 

 １番は、運転免許更新等の免許事務や免許

更新者に対する更新通知業務を委託するもの

でございます。２番は、運転免許の停止等処

分者に対する講習委託、３番は、交通違反の

累積点数６点の者に対する講習委託、さら

に、４番は、免許更新者等に対する更新委託

でございます。 

 次に、７番は、道路交通情報の提供業務を

道路交通情報センターに委託するもの、８番

は、交通管制センターで管理する信号機等の

保守点検業務を委託するもの、さらに、11番

は、運転免許センターに配置された機器を使

って高齢者の交通安全指導等を行う業務を委

託するものでございます。 

 次の12番から15番の業務は、新規業務でご

ざいます。12番は、従来、必要の都度各所属
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で実施していた車両整備等のうち、車検、定

期点検等の保守整備を一括して業者に委託す

るものでございます。 

 13番は、ヘリコプターの飛行時間に応じた

法定点検を委託するもの、14番は、法定点検

に４カ月を要しますことから、その間の代替

ヘリコプターの借り上げ料、最後の15番は、

熊本広域大水害の経験を踏まえ、小型油圧シ

ョベルや救助ボート等の災害装備資機材を整

備するものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○木庭首席監察官 首席監察官でございま

す。 

 報告第４号専決処分について御報告させて

いただきます。資料は３ページから５ページ

になります。 

 この専決処分の報告は、県警の公用車の交

通事故に係る損害賠償事案の和解及び損害賠

償額の決定に関するもので、今回は資料記載

の６件について御報告させていただきます。 

 ６件全て物損事故でありまして、うち番号

１から番号４までの４件は、県警側が第１当

事者となる事故であり、番号１の、バックす

る際に後方に停止していた車両に衝突した事

故とか、あるいは番号２の、パトカーを駐車

場へ駐車する際に駐車場の出入り口付近に設

置されていた鉄製のポールに衝突した事故な

ど、いずれも基本的な安全確認不足等による

もので、４件の賠償額合計77万5,269円につ

きましては、県警が加入しております任意保

険で対応しております。また、番号５及び番

号６の２件は、県警が第２当事者となる事故

で、これについては相手側への賠償はありま

せん。 

 県警では、こういった公用車の交通事故を

１件でも減少させるために、若手警察官を重

点としました実践的な運転技能訓練や安全教

育など、事故の実態に即しましたさまざまな

対策に取り組んでおりまして、その結果、本

年は、きのう現在ですけれども、昨年同期比

で約15％ほど減少しているところではありま

すが、今後も気を緩めることなく、こういっ

た対策を継続、強化していきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 以上で説明が終わりまし

た。質疑を受けたいと思います。質疑はあり

ませんか。 

 

○大西一史委員 今御説明いただきました１

号議案の一般会計の補正予算警察活動費の中

の交通安全施設費ですけれども、これは信号

機の電源付加装置２基ということで、停電し

てもバックアップの電源で起動するようにと

いうことですけれども、これはどの程度の信

号機がカバーできるようになるんですかね、

この２基を入れると。 

 

○赤星会計課長 設置の場所でございますけ

れども、まず１つが、国道３号線の植木の飛

田交差点、さらに57号線の市民病院南交差

点、ここに各１基ということで、同交差点の

四方方向、これがカバーできるということで

す。 

 

○大西一史委員 ということは、これはもう

２カ所の交差点ということですから、という

ことは、これが広くそのほかの信号までとい

うことではなくて、その交差点だけというこ

とですよね。 

 要は、今交通安全施設の中で、やっぱり緊

急性があるということで、信号が非常時にと

まると非常に問題があると思うんですが、こ

れはどのくらい対応をまだしなければいけな

いところがあるんですかね。大きな交差点あ

たりはやっぱりそうだと思うんですけれども

……。 
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○浦田交通部長 県下には、信号機のある箇

所が約2,700カ所ほどございます。うち、こ

のような電源、いわゆる発発式がついている

交差点が大体64カ所ほどございます。ですか

ら、数からすれば、もう圧倒的には、いざ全

部停電となった場合にはつかないわけですけ

れども、さきの震災に伴う停電ですね、計画

停電、これがありましたときに、当然この対

策は考えまして、どれぐらいするかというこ

とで、これ全部つけまして64交差点、これ全

部ですね。そのほかに、警察署のほうに発発

の可搬式がありますけれども、災害とかで使

う、これを使ってつけられるところが約80カ

所ほどございます。ですから、非常電源で対

応できるのはこれだけでございます。 

 あとは、交通整理が必要な交差点を抽出し

まして、そこに交通警察官あるいは地域警察

官を派遣して交通整理をする必要がある箇所

は約790カ所ということで、対応するという

ことにしております。これで十分かと言われ

たら、なかなか十分にはいきませんけれど

も、信号――計画停電の場合は、段階式に停

電するということでしたので、あのときはそ

れで対応できるのかなということで対策は考

えておりました。 

 

○大西一史委員 わかりました。 

 それと、もう１点ですね。 

 債務負担行為が８億5,000万ほど出ていま

す。内訳については、その事業内容について

は15業務ということで御説明いただいて、こ

の資料にも書いてあるので、ああ大体こうい

う中身だなというのはわかるんですが、た

だ、その金額の内訳がやっぱりわからないと

いうのは――せっかく資料をつくられるので

あれば、大体どのくらいだということは明ら

かにしていただいたほうがいいんじゃないか

なというふうに思いますが、これ全部今言え

とは言いませんけれども、主なもので大体ど

のくらいかかるのかというのをちょっと教え

ていただけますか。やっぱり予算で審議する

以上、業務委託であろうが何だろうが、それ

が大体適正かどうかというのはやっぱりわか

らないといけないと思うので。 

 

○赤星会計課長 会計課長です。 

 まず、１番の免許事務でございますが、約

１億6,077万、さらに、２番の停止者講習で

すが、4,622万、これは約で言っておりま

す。違反者講習2,269万、４番の更新時講習

約8,100万、５番の高齢歩行者が416万、６番

速度違反ですけれども、898万、７番の道路

交通情報が1,195万、８番の交通信号等保守

が１億2,273万、標識等緊急修繕委託が178

万、10番の道路使用の関係が905万、11番の

高齢ドライバーが620万、車両メンテナン

ス、12番が１億5,975万、13番ヘリコプター

の関係ですが、２億4,318万、14番の代替が

1,064万、15番の災害関係が1,516万を予定し

ております。 

 

○大西一史委員 今内訳を言っていただいた

ので、非常によくわかりました。まあ大体と

いうことですから、当然、約ということです

から、今後の委託契約等々の中でのあれがあ

るから、余りぎりぎりまで全部あれとは言い

ませんけれども、やっぱり今後、私たちも、

これを見ている中で、審議をする中でも大体

これをそうやって書いていただいたほうが、

より審議するにもわかりいいと思いますの

で、その点はぜひお願いをしておきたいと思

います。 

 以上です。 

 

○赤星会計課長 会計課長ですが、先ほどの

関係で、ちょっと訂正を１カ所させていただ

きます。 

 １番の免許事務関係、１億6,000万という

ような言い方をしたと思いますが、１億677
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万ですね。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○小杉直委員 今、大西委員に関連して、13

番のヘリコプター4800時間点検、14番代替ヘ

リコプター借り上げ料、これは２年ぐらい前

にヘリテレを４億8,000万ぐらいで購入され

た、その後のことですかな。 

 

○赤星会計課長 はい、そうでございます。 

 

○小杉直委員 ７月の熊本広域大水害では、

新しいヘリテレが、非常に鮮明な現場の模様

を写して、災害センターに送って、自衛隊ヘ

リと県の防災ヘリで30数名の救出をしとるで

すたいね。あれはやっぱり買うとってよかっ

たでしょうな。 

 

○赤星会計課長 はい。おっしゃるとおり

で、非常に効果的に使わせていただきまし

た。 

 

○小杉直委員 先般も一般質問でお話しした

と思いますけれども、今後も、大規模災害の

ときには、県警ヘリ、防災ヘリ、自衛隊ヘ

リ、それに報道のヘリがたくさん来たり、他

県からのヘリもたくさん来て、非常に、ヘリ

同士の安全の問題とか、ヘリの円滑運用、こ

れについて大きな課題になってくるだろうと

思うですたいね。だから、先般の、７月のい

い例を、ぜひひとつ、今後も運用、活用して

いただくようお願いしときますね。 

 もう１点いいですか。 

 本部長のこの総括説明の要旨の中で、真ん

中のほうに「殺人、強盗等の重要犯罪の検挙

率は83.3％と、引き続き高い水準を確保して

おります。」というような報告でしたが、新

幹線が開通して、それから、特にことしから

熊本市が政令指定都市になったわけですが、

新幹線も徐々に利用者がふえておるというこ

とと、全体的な不況の中、あるいは中国を含

め海外等のいろんな摩擦の中で、熊本市の政

令指定都市の活性化というのは、今後ますま

す重要になってくるわけですが、そのときに

治安がよいということが一つの、ソフト的に

は売りになるわけですな。 

 そういう中で、近年において珍しい、貢町

で多額の保険金詐欺・殺人事件があったと思

うですたいな。これは刑事部か交通部かわか

りませんが、犯人検挙されとるですけれど

も、許される範囲、捜査上の秘密の部分は結

構ですが、どういうふうな事件概要になって

いますかね、どなたか。 

 

○堀江刑事部長 今先生からお尋ねの事件で

ございますけれども、これ、10月20日の３時

に北区の貢町の県道上で発生した、当初は死

亡ひき逃げ事件ということで立ち上がりまし

た。ところが、非常に周りは人けのないとこ

ろでございまして、また、遺体の損傷も普通

のひき逃げ事件とは若干違っているというこ

とで、これは殺人事件の可能性があるという

ことで、捜査と交通と合同で捜査を、内偵を

進めてきたところであります。 

 その中で、いろんな多額の保険金が捜査上

浮かんでまいりました。それから、一応暴力

団関係者も関係者の中にいるというようなこ

とも浮かびまして、車両の捜査も含めまして

捜査をしてまいりまして、これはやはり保険

金を目的とした、死亡ひき逃げ事件を装った

殺人事件であるという結論に達しましたの

で、そういった捜査をやっている中で、この

事件の首謀者が浮かび上がってまいりまし

て、その首謀者につきましても捜査をしてお

りましたら、ほかに身がわりを強要するとい

うようなことを我々も把握したものですか

ら、それで、12月12日の日に、この２人を他

人に対する強要未遂ということで逮捕しまし
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て、同日、私を長とします120名体制の捜査

本部を北署に設置しまして、現在まで捜査を

しているところでございます。 

 今のところ、２人は否認ということでござ

いますけれども、今後も、正月もありますけ

れども、そういったものも返上しまして、捜

査をしまして、早期に解明をしたいというふ

うに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○小杉直委員 やっぱりですな、恐らく最初

はひき逃げではなかろうかということで交通

部を主体に着手されて、後でそのような方向

が変わったということで刑事部。だけん、恐

らく非常に難しい事件だろうと思いますけれ

ども、総合的に、総合力の発揮をされていっ

たと思いますので、よその県を言うといかぬ

ですが、よその県は、なかなか、凶悪事件は

未解決事件が九州でも多い県があるわけです

が、冒頭に申し上げたように、政令指定都市

になった、新幹線で利用客がふえ出した、熊

本は治安がいいというようなことが一つの売

りでございますので、ひとつ引き続き今後と

も、こういう凶悪事件に対しては検挙ができ

るだけ速やかにできるように、引き続き頑張

っていただきたいと思うわけでございます。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○山本秀久委員 先ほど、事業内容につい

て、15の説明がありましたね、予算の。その

中で、まだ不十分という予算は、何かこの中

でもうちょっと欲しいという、15の中であり

ますか。もっと予算をつけてもらえばありが

たいがなという。 

 

○赤星会計課長 実は、緊急経済対策が新政

権であるということで非常に期待しておりま

す。なかなか県の財政状況等で既存の対応が

できないという部分がございますので、今度

大型補正が組まれました際は、しっかり手を

挙げて、そこでお願いしたいと。 

 さらに、この、先生がおっしゃった業務の

中では――とりあえず債務負担行為をかけて

いる部分でございまして、この部分以外で

は、また財政課と当初予算…… 

 

○溝口幸治委員長 財政課に言うとるばって

んつかぬこつば、今言うとったほうがよかっ

じゃなかですか。 

 

○赤星会計課長 お願いしながらやっていこ

うと思っております。 

 

○山本秀久委員 この15の中で、もうちょっ

とこれはふえてほしいなという予算があるか

と聞いたの。 

 

○溝口幸治委員長 このほかにあるそうで

す、これ以外に。 

 じゃあ、今の件は、また…… 

 

○山本秀久委員 この中では、ないわけです

ね。これで十分なんですね、15項目……。 

 

○溝口幸治委員長 この15以外の事業でも、

恐らくあるんだと思いますので、その辺はき

ちっと洗い出しをぜひやっておいてくださ

い。 

 ほかに質疑はありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 なければ、これで議案等

に関する質疑を終了いたします。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第42号、第43号、第47号、第51

号及び52号について、一括して採決したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○溝口幸治委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外５件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外５件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入りますが、何かございま

せんか。 

 

○小杉直委員 その他で１つ、教育委員会

に。 

 いよいよ自民党が政権奪還をするわけです

が、例の領土・領海問題ですたいな。時期が

時期だから、教育長とか教育委員長さんには

本議会では質問は遠慮したわけですが、幸

い、先般の委員会で溝口委員長がいろいろ意

見を出されて、尖閣諸島を含めた地図を県立

高校等に張るというふうに方針を決められた

ことは、それは評価をいたします。 

 それで、参考までにお尋ねですが、文科省

の学習指導要領ですな、これは大体いつごろ

今後は来るんでしょうかね。 

 

○緒方義務教育課長 義務教育課緒方です。 

 学習指導要領の改訂というのは、10年に１

度行われることになっておりますので、今、

先生ありましたように、うちのほうでは、国

の会議等がありましたときに、そのことにつ

いては文科省のほうにお尋ねをしているとこ

ろです、領土問題については。そのときに、

回答としては、現在のところはということで

ですけれども、現在のところは現行の学習指

導要領にのっとって指導するようにというこ

との回答はあっておりますが、機会があるご

とに、このようなことについてはお話しして

いきたいと思います。 

 

○小杉直委員 今の話では、10年に１度とい

うならですよ、今の文科省の学習指導要領は

21年か22年ごろだったと思いますけれども、

あと８年か９年待たんといかぬというのが通

例になりますかな。 

 

○田崎教育長 今の義務教育課長の説明は、

これまでのいわゆる学習指導要領が改訂され

てきたのが、大体10年ごとぐらいに改訂をさ

れてきたというお話をさせていただいており

ます。以前のゆとり教育から少し授業時間を

ふやすような改訂がなされたのが、最近なさ

れたと。 

 ただ、内容については、我々としても、文

部科学省のほうにそういう足りない部分等に

ついても申し入れを今後もしていきたいと思

っておりますし、そのあたりの修正等はある

のではないかというふうに期待はしておりま

す。全面的な見直しということでの、先ほど

の10年というのは、そういうお答えでござい

ます。 

 

○小杉直委員 そんなら、今の教育長の話で

は、例えば10年置きに今まで見直しよった。

しかし、部分修正とか、追加とかは、その途

中でもあり得るという可能性もあるわけです

か。 

 

○田崎教育長 それは、そういうことがあり

得ると思っております。 
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○小杉直委員 なら、もう今度は自公で安定

した政権をしていくだろうと思いますので、

領土・領海問題については、もう少し強化す

るような学習指導要領の修正か追加を、委員

長初め、関係の皆さんと要望していくはずで

ございますから、どうぞひとつ、教育委員会

のほうも、それに応じた御協力、場合によっ

ては援助をよろしくお願いしときます。 

 以上。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○大西一史委員 ちょっと気になったことが

１つあったので、県警のほうにあれなんです

けれども。 

 兵庫県の尼崎市の連続変死事件の容疑者が

留置場で自殺をしたというあれがありまし

た。これについては、私もちょっとニュース

を聞いて驚いたんですが、県警本部の中の留

置場で自殺なんていうことが本当に起こり得

るんだろうかというふうに思ったんですが、

それで、警察庁は、その対策をするようにと

いうことで通達を先々週出されてると思いま

すが、これは――本県では、多分過去にはそ

ういうことはないと思いますけれども、どう

やって防ぐことができるのか、この前の案件

を見て――そういうことはやっぱりあっては

ならぬというふうに思うんですが、どういう

状況で今後対応していかれるのかというの

を、今回の事件も踏まえてですけれども、ち

ょっとお尋ねしたいんですが。 

 

○黑岩警務部長 警務部長からお答えをいた

します。 

 先生御指摘の尼崎の事件については、詳細

は我々も知るところではないというところが

ございます。ただ、現実に自殺であろうとい

うこと、それと、気づいてからその房に入る

までがおくれたというようなことでございま

す。 

 その事件がありました直後に、当県として

は、各署に、その種での事故防止について

は、また文書を出しまして、また巡回を指導

するという形で早速動いております。 

 中身としては、やっぱりそのおそれがある

と、自殺をほのめかしていた等の事情――こ

れは当然、画一的に、マニュアル的に判断で

きるものではないのですが、そのようなおそ

れがあった場合には、対面監視をするという

ことで、必要な場合にはもう24時間対面で監

視をするということで、動静を一つたりとも

見逃さないような措置をする。また、それが

そこまで必要なければ、例えば夜間だけの対

面監視にする。もう少し緩やかになるとすれ

ば、今回の例でいけば、報道されるところに

よれば、巡回の強化という形で、いつもより

も余分に巡回をして見て回るということで措

置をする等々のことがございます。ただ、そ

れぞれケース・バイ・ケースという形で柔軟

に対応できるように、逆に、やはり被留置者

のプライバシーの関係もありますので、その

おそれがなくなってからまで対面監視をして

いるという形になりますと、非常にまた問題

もあろうということでございます。 

 ただ、その事案を外から見る限りでは、自

殺をみずからほのめかしていたということで

ございますので、当然、当県であれば、やは

り少なくとも夜間の対面監視ということは実

施する。その中で、自殺の兆候はつかめるの

ではないかと。また、一般的な指導として

は、やはり布団が首までかかるようなことに

なりますと、頸部のところが見えないという

こともありますので、これは文書等にはあり

ませんけれども、その部分で、やはり肩まで

かけているところについては指導をして、お

ろすと。 

 何よりもやはり、今回の場合では、やはり

単独で――３人が留置を一緒にされていまし

たという報道がありますけれども、今とる措

置の前段としては、やはり単独できちっと監
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視ができるようなところで、単独で留置をす

るという措置をとるのであろうと。 

 その段階段階の判断が、県警において、ど

のような判断を経て、あのような監視手段に

なったかというのは、まだ我々も知るところ

ではありませんけれども、我々としては、そ

のような段階を経ていって、必要な場合に

は、そのような形で、その事故防止に努めて

いるということでございますし、この事故の

発生を受けて、またきちっとやっていこうと

いう形で念押しの文書を出し、また念のため

にと念押しで各署に巡回をしているというと

ころでございます。 

 

○大西一史委員 今説明でわかりましたけれ

ども、やっぱりこれは警察署の中でそういう

ことが起きるということは、やっぱり非常に

問題だというふうに私は思いましたので、ぜ

ひ今後も、その辺の監視、対面監視も含め

て、注意を徹底していただかないと、本当に

事件が闇に葬り去られて、何が原因なのかと

いう、本当に真相がわからないのが一番いけ

ないことだというふうに思いますので、ぜひ

その辺はよろしくお願いしたいと思います。 

 それとあと、その留置場の環境であると

か、そういった体制に、もし、設備も含めて

ですけれども、それこそ手狭であるとかいろ

んな問題があるのであれば、さっき山本先生

がおっしゃったけれども、そういうことこ

そ、きちっとやっぱり予算措置をしていただ

くと、体制を整えていただくことも重要じゃ

ないかなというふうに思いますので、その点

も検討していただきたいということをお願い

します。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○橋口海平委員 先ほど小杉委員がおっしゃ

った地図の件ですが、地図というのは、一般

に販売とかそういうのはされるものか、それ

とも、もう既存にあるものを使用するのか、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○上川高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 まず、地図の進捗状況でございますが、既

定の予算を活用しまして、県立高校、それか

ら県立特別支援学校高等部、そして県立中学

校に対しまして、日本の領域をきちんと示さ

れた地図を作成、配付し、全学級に掲示する

方向で進めております。 

 現在は、国土地理院の協力を非常に得てお

りまして、地図の内容の詳細を今定めておる

ところでございます。国土地理院より提供さ

れましたのが「500万分の１ 日本とその周

辺」という地図でございますが、それをポス

ターサイズ――ポスターサイズというのはＡ

１サイズでございますので、そのポスターサ

イズに縮小して、国境線を濃くしますですと

か、あるいは領土の東の端、西の端、南の

端、北の端の位置を明記するなどといった、

今加工をしておるところでございます。この

後、印刷業者を選定いたしまして、年度内に

は各学校へ配付し、掲示できるような手続を

進めてまいります。 

 ただ、地図に関しましては、これは国土地

理院の持っている地図でございますので、こ

れをうちのほうで販売するとか、そういうこ

とはなかなか困難だというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

 

○橋口海平委員 富山県が作成している逆さ

地図というのがあって、これは富山県が何か

販売をしているそうなんですが、これを見る

と、本当、さっき小杉委員がおっしゃったよ

うに、世界の平和のために日本がアジアをカ

バーしているというような何かイメージが持

てて、非常に、私も事務所に張ってあるんで
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すが、何かそういうものも考えてできないも

のかと思います。 

 

○溝口幸治委員長 すばらしい提案です。ぜ

ひ受け入れていただきたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了い

たしました。 

 それでは、これをもちまして、第７回文教

治安常任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午前10時58分閉会 
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